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衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
覆
土
な
し
除
去
土
壌
で
の
食
用
作
物
の
試
験
栽
培
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
覆
土
な
し
除
去
土
壌
で
の
食
用
作
物
の
試
験
栽
培
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
打
合
せ
」
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
検
討
会
や
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
に
お
け
る
報
告
に
向
け
て
、
技

術
的
助
言
を
得
る
た
め
、
農
業
等
の
専
門
家
で
あ
る
一
部
の
委
員
に
案
内
を
行
い
、
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
Ｗ
Ｇ
」
の
資
料
及
び
議
事
録
は
、
令
和
元
年
十
一
月
十
五
日
に
開
催
さ
れ
た
「
除
去
土
壌
等
の
再
生
利
用
に

係
る
放
射
線
影
響
に
関
す
る
安
全
性
評
価
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
（
令
和
元
年
度
第
一
回
）
」
の
議
事
録
に
記
載
の
と

お
り
、
一
定
の
結
論
に
至
れ
ば
公
表
と
い
う
取
扱
い
を
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
「
中
間
貯
蔵

除
去
土
壌
等
の
減
容
・
再
生
利
用
技
術
開
発
戦
略
検
討
会
」
（
以
下
「
検
討
会
」
と
い
う
。
）
に
、
令
和
二
年
二
月
十
日
に

開
催
さ
れ
た
「
除
去
土
壌
等
の
再
生
利
用
に
係
る
放
射
線
影
響
に
関
す
る
安
全
性
評
価
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
（
令
和

元
年
度
第
二
回
）
」
の
取
り
ま
と
め
た
結
果
を
報
告
し
、
一
定
の
結
論
に
至
っ
た
後
、
環
境
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
を
行

う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

三
の
１
に
つ
い
て 



 

２ 

 

 
 

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
ル
ー
ル
上
問
題
な
い
」
の
回
答
の
意
図
と
し
て
は
、
原

子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
示
に
伴
う
要
請

の
対
象
に
帰
還
困
難
区
域
に
お
け
る
作
物
の
栽
培
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
お
答
え
し
た
も
の
で
あ
り
、
同
法
に
お
い

て
帰
還
困
難
区
域
に
お
け
る
作
物
の
栽
培
に
係
る
制
限
は
な
い
。 

三
の
２
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
生
育
及
び
安
全
性
に
関
す
る
科
学
的
知
見
の
充
実
を
図
る
た
め
、
御
指
摘
の
「
覆
土
の
な
い
パ
タ

ー
ン
」
で
の
試
験
栽
培
を
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

四
の
１
に
つ
い
て 

 
 

農
地
に
お
け
る
管
理
の
妥
当
性
の
検
証
と
し
て
、
放
射
性
セ
シ
ウ
ム
の
作
物
へ
の
移
行
を
確
認
す
る
観
点
か
ら
、
そ
の
一

環
と
し
て
覆
土
な
し
の
試
験
栽
培
を
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

四
の
２
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
農
の
再
生
」
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
三
月
二
十
七
日
に
飯
舘
村
長
か
ら
申
請
の
あ
っ
た
、
特
定
復
興
再

生
拠
点
区
域
復
興
再
生
計
画
（
以
下
「
復
興
再
生
計
画
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
「
農
の
再
生
ゾ
ー
ン
（
概
要
）
」
中
、
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「
ゾ
ー
ン
内
で
各
種
作
物
を
作
付
け
・
収
穫
し
、
そ
の
恵
み
を
利
活
用
す
る
「
農
の
営
み
」
を
再
生
す
る
た
め
に
必
要
な
農

用
地
等
の
利
用
環
境
を
整
え
、
長
泥
地
区
に
お
け
る
「
農
」
に
よ
る
生
き
が
い
の
再
生
、
な
り
わ
い
の
再
生
を
推
進
す
る
。
」

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
実
証
事
業
は
、
復
興
再
生
計
画
に
沿
っ
て
、
飯
舘
村
及
び
そ
の
住
民
の
意
見
を
踏
ま
え
な
が

ら
実
施
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

四
の
３
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
日
本
全
国
の
農
場
に
除
去
土
壌
を
覆
土
な
し
で
食
物
栽
培
を
行
う
」
と
い
っ
た
こ
と
は
現
時
点
に
お
い
て
想

定
し
て
い
な
い
。 

五
に
つ
い
て 

 
 

除
去
土
壌
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り

放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
除
去
土
壌
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
再
生
利
用
の
推
進
に
向
け
て
は
、

現
在
、
実
証
事
業
に
よ
り
安
全
性
の
確
認
等
を
行
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
後
も
、
実
証
事
業
の
結
果
は
公
開
の
検

討
会
で
報
告
す
る
な
ど
、
情
報
の
公
開
に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 
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六
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
農
作
業
従
事
者
」
に
対
し
て
は
、
厚
生
労
働
省
が
平
成
二
十
四
年
六
月
に
制
定
し
た
「
特
定
線
量
下
業
務
に

従
事
す
る
労
働
者
の
放
射
線
障
害
防
止
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
参
考
に
、
個
人
線
量
計
に
よ
り
外
部
被
ば
く
線
量
の

測
定
を
行
っ
て
い
る
。 

七
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
食
用
作
物
栽
培
試
験
」
で
は
、
作
物
の
収
穫
後
に
放
射
性
セ
シ
ウ
ム
濃
度
等
の
測
定
を
行
い
、
測
定
結
果
を

公
表
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。 

八
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事

故
に
よ
り
放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
環

境
省
令
第
三
十
三
号
）
に
お
い
て
、
再
生
利
用
に
必
要
な
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
等
を
想
定
し
て
い
る
。 

九
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
飯
舘
村
長
泥
地
区
で
の
実
証
事
業
に
つ
い
て
は
、
復
興
再
生
計
画
に
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お
け
る
記
載
に
沿
っ
て
、
飯
舘
村
及
び
そ
の
住
民
の
意
見
を
踏
ま
え
て
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
御
指
摘
の
「
試
験
栽

培
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
平
成
三
十
年
度
以
降
、
段
階
的
に
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
も
、

飯
舘
村
及
び
そ
の
住
民
と
と
も
に
確
認
し
つ
つ
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。 

十
に
つ
い
て 

 
 

除
去
土
壌
に
つ
い
て
は
、
法
の
規
定
に
基
づ
き
管
理
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。 

十
一
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
協
定
の
具
体
的
な
内
容
及
び
除
去
土
壌
の
再
生
利
用
に
お
け
る
管
理
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
環
境
省
に
お
い
て

検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
除
去
土
壌
に
つ
い
て
は
、
法
の
規
定
に
基
づ
き
管
理
を
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
る
。 

十
二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
放
射
線
量
を
測
定
し
た
除
去
土
壌
の
う
ち
、
放
射
能
濃
度
の
推
定
値

が
、
原
則
、
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
五
千
ベ
ク
レ
ル
以
下
の
除
去
土
壌
を
ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
に
運
搬
し
て
お
り
、
そ
の
後
、

ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
か
ら
搬
出
す
る
際
に
放
射
能
濃
度
を
測
定
す
る
こ
と
に
よ
り
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
五
千
ベ
ク
レ
ル
以
下
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で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
再
生
資
材
化
す
る
際
に
お
い
て
も
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
五
千
ベ
ク
レ
ル
以
下

で
あ
る
こ
と
を
再
度
確
認
し
た
上
で
除
去
土
壌
の
再
生
利
用
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。 

十
三
の
１
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
原
発
事
故
前
」
の
「
放
射
線
を
取
り
扱
う
教
育
や
訓
練
を
受
け
た
職
業
人
以
外
」
に
お
け
る
「
被
ば
く
線
量

管
理
を
個
人
線
量
計
で
行
っ
て
い
る
事
例
」
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
お
尋
ね
の
「
放
射
線
を
取
り
扱
う
教

育
や
訓
練
を
受
け
た
職
業
人
以
外
」
に
お
け
る
「
必
要
性
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 

十
三
の
２
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
の
教
訓
を
踏
ま
え
た
緊
急
時
被
ば
く
状
況
及
び
現
存
被
ば
く
状
況

に
お
け
る
放
射
線
障
害
防
止
に
係
る
技
術
的
基
準
の
策
定
の
考
え
方
に
つ
い
て
」
（
平
成
三
十
一
年
一
月
放
射
線
審
議
会
）

は
、
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
後
に
策
定
さ
れ
た
技
術
的
基
準
の
中
か
ら
代
表
的
な
も
の
と
し
て

食
品
に
関
す
る
基
準
及
び
空
間
線
量
率
と
実
効
線
量
の
関
係
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ら
の
基
準
の
概
要
、
運
用
実
態
等
を
整
理

し
、
こ
れ
を
「
放
射
線
防
護
の
基
本
的
考
え
方
の
整
理
―
放
射
線
審
議
会
に
お
け
る
対
応
―
」
（
平
成
三
十
年
一
月
放
射
線
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審
議
会
。
以
下
「
基
本
的
考
え
方
」
と
い
う
。
）
及
び
国
際
放
射
線
防
護
委
員
会
の
刊
行
物
等
と
照
ら
す
こ
と
に
よ
り
得
ら

れ
た
教
訓
を
、
今
後
緊
急
時
被
ば
く
状
況
及
び
現
存
被
ば
く
状
況
に
お
い
て
技
術
的
基
準
を
策
定
す
る
と
き
の
た
め
に
、
基

本
的
考
え
方
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
御
指
摘
の
「
放
射
線
を
取
り
扱
う
教
育
や
訓
練
を
受

け
た
職
業
人
以
外
」
の
被
ば
く
線
量
の
管
理
を
「
個
人
線
量
計
で
行
っ
て
良
い
根
拠
」
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。 


